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Ⅰ．審査の結果 

平成２８年１２月２６日付け原子力発第１６２８７号をもって、四国電力株式会社 取締

役社長 佐伯 勇人から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の３３第２項に基づき申請（平成２

９年６月７日付け原子力発第１７０７３号をもって一部補正）のあった「伊方発電所１号炉

の廃止措置計画認可申請書」（以下「申請書」という。）について審査した結果、同条第３項

において準用する同法第１２条の６第４項の規定に基づく実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号。以下「規則」という。）第１１９条各号に

規定する認可の基準に適合するものと認められる。 

 

 

Ⅱ．判断基準及び審査の方針 

法第４３条の３の３３第３項において準用する法第１２条の６第４項の規定に基づく規

則第１１９条に定められた廃止措置計画の認可の基準は以下のとおりである。 

一 廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。 

二 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。 

三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なもの

であること。 

四 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原

子炉による災害の防止上適切なものであること。 

 

本審査では、提出された申請書について、発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設

の廃止措置計画の審査基準（平成２５年１１月２７日付け原管廃発第１３１１２７１６号。

以下「審査基準」という。）を用いて、認可の基準である規則第１１９条各号への適合性を確

認することとした。その際、以下の法令及び指針を用いた。 

・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定

める告示（平成２７年原子力規制委員会告示第８号。以下「線量告示」という。） 

・発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（昭和５０年原子力委員会決定。

以下「線量目標値指針」という。） 

・発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する評価指針（昭和５１年原子力委員会

決定。以下「線量評価指針」という。） 

・発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について（平成元年原

子力安全委員会了承） 

・発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針（昭和５３年原子

力委員会決定） 

・原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方（昭和６０年原子力安全委員会決定） 

・発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（昭和５７年原子力安全委員会決定。以 

下「気象指針」という。） 

 

なお、審査基準において、使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している場合は、重大

事故等として使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象について考慮するこ

ととされていることから大規模漏えい時の使用済燃料の健全性、未臨界性及び周辺公衆の放



 

3 
 

射線被ばくの影響について評価した。 

また、申請書において、廃止措置の全体計画及び解体工事準備期間に行う具体的事項につ

いて記載し、原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降に行う具体的事項については、同期間に

入るまでに変更認可を受けるとしていることから、本審査では、廃止措置の全体計画及び解

体工事準備期間に行う具体的事項の妥当性について確認することとした。 

 

 

Ⅲ．審査の内容 

１． 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

（１） 廃止措置の基本方針について 

廃止措置対象施設は、法に基づき、原子炉設置許可を受けた１号炉の発電用原子炉及び

その附属施設であるとしている。そのうち、２号又は３号炉との共用施設については、１

号炉の廃止措置終了後も２号又は３号炉の発電用原子炉施設として引き続き使用すると

している。 

廃止措置対象施設のうち、解体の対象となる施設は、２号又は３号炉との共用施設並び

に放射性物質による汚染のないことが確認された地下建家、地下構造物及び建家基礎を除

く施設であるとしている。なお、１号炉原子炉補助建家内に設置している２号炉との共用

設備については、２号炉の必要な機能に影響を与えない措置を講じた上で、建家等解体撤

去期間開始までに共用を取止めた後に解体又は２号炉へ移設するとしている。 

廃止措置は、廃止措置期間を４段階（解体工事準備期間（以下「第１段階」という。）、

原子炉領域周辺設備解体撤去期間（以下「第２段階」という。）、原子炉領域設備等解体撤

去期間（以下「第３段階」という。）及び建家等解体撤去期間（以下「第４段階」という。））

に区分し、安全性を確保しつつ次の段階に進むための準備をしながら確実に進めるとして

いる。 

廃止措置の実施に当たっては、法令等を遵守することはもとより、安全の確保を最優先

に、放射線被ばく及び放射性廃棄物発生量の低減に努め、廃止措置の進捗に応じて保安の

ために必要な機能を維持管理するとしている。廃止措置期間中の保安活動及び品質保証に

必要な事項については、伊方発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）に定

めて、保安管理を実施するとしている。また、炉心からの取出しを完了した燃料を１号炉

に貯蔵している間は、炉心への再装荷を不可とする措置を講じるとしている。 

労働災害防止対策として、高所作業対策、石綿等有害物対策、感電防止対策、粉じん障

害対策、酸欠防止対策、騒音防止対策等を講じるとしている。 

なお、第２段階以降の具体的事項については、第１段階に実施する汚染状況の調査結果

や管理区域外の設備の解体撤去経験等を踏まえ、解体撤去の手順及び工法、放射性物質の

処理及び管理方法等について検討を進め、第２段階に入るまでに廃止措置計画に反映し変

更の認可を受けるとしている。 

 

 

（２） 解体工事の方法について  

第１段階では、安全確保のための機能に影響を与えない範囲内で、供用を終了した施設

のうち、管理区域外に設置している汚染のない設備の解体撤去に着手するとともに、新燃

料及び使用済燃料の１号炉の貯蔵設備外への搬出、汚染状況の調査、汚染の除去及び放射

性廃棄物の処理処分を実施するとしている。また、炉心への燃料集合体の再装荷を不可と
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する措置を講じるとしている。なお、放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備について

は、時間的減衰を図るため安全貯蔵を実施するとしている。 

第２段階では、汚染状況の調査後に、安全確保のための機能に影響を与えない範囲内で、

供用を終了した施設のうち原子炉領域設備以外の安全貯蔵を行わない管理区域内設備の

解体撤去に着手するとしている。解体撤去は、熱的切断又は機械的切断により行うとし、

具体的な工法は、解体する設備の構造及び汚染状況、解体に使用する工具の使用条件、解

体に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定するとしている。また、第１段階に引き続

き、放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備の安全貯蔵、管理区域外の設備の解体撤去、

汚染の除去及び放射性廃棄物の処理処分を実施するとしている。 

第３段階では、汚染状況の調査及び安全貯蔵終了後、放射能レベルの比較的高い原子炉

領域設備の解体撤去を実施するとしている。解体撤去は、熱的切断又は機械的切断により

行うとし、具体的な工法は、解体する機器の構造及び汚染状況、解体に使用する工具の使

用条件、解体に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定するとしている。特に放射能レ

ベルの比較的高い原子炉領域設備の解体においては、水中での切断、遠隔操作による切断

等、被ばく低減を考慮した工法を採用するとしている。また、第３段階以前に着手した設

備の解体撤去、汚染の除去及び放射性廃棄物の処理処分を引き続き実施するとしている。 

第４段階では、管理区域外の設備の解体撤去、汚染の除去及び放射性廃棄物の処理処分

を引き続き行うとともに、原子炉領域周辺設備の解体撤去及び原子炉領域設備の解体撤去

完了後、建家内に汚染がないことを確認した上で管理区域を順次解除し、建家等を圧砕機、

ブレーカ等を用いて解体撤去するとしている。 

 

（３） 運転段階の発電用原子炉への影響について  

廃止措置の実施に当たっては、２号炉に必要な施設の機能及び３号炉の運転に必要な施

設（可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートを含む。） の機能に影響を

及ぼさないように工事を実施するとしている。 

また、解体撤去工事に当たっては、隣接する２号炉への影響を防止するために、対象の

配管・機器等の解体撤去が２号炉に必要な施設の機能へ影響を与えないことを確認した上

で、工事を実施するとしている。 

 

原子力規制庁は、解体の対象となる施設及びその解体の方法について、解体対象施設を明

確にし、段階ごとに安全を確保しつつ進めるとしていること、解体に当たっては、法令等の

遵守はもとより放射線被ばく及び放射性廃棄物の発生量の低減に努め、保安のために必要な

機能を維持管理するとしていること、１号炉に燃料を貯蔵している間は炉心への再装荷を不

可とする措置を講じるとしていること並びに一般労働災害についても防止策を講じるとし

ていることから、廃止措置の基本方針及び解体の対象となる施設の選定が適切なものである

ことを確認した。 

また、廃止措置に当たって、２号炉に必要な施設の機能及び３号炉の運転に必要な施設の

機能に影響を及ぼさないように工事を実施するとしていること並びに機器・配管等の解体撤

去工事に当たって、隣接する２号炉に必要な施設の機能へ影響を与えないように工事を実施

するとしていることを確認した。 

さらに、第１段階においては、管理区域外に設置している汚染のない設備の解体撤去に着

手するとしていること、新燃料及び使用済燃料の１号炉の貯蔵設備外への搬出、汚染状況の

調査、汚染の除去及び放射性廃棄物の処理処分を実施するとしていること並びに放射能レベ
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ルの比較的高い原子炉領域設備の放射能の時間的減衰を図るため安全貯蔵を実施するとし

ていることから、審査基準に照らし、廃止措置及び解体の対象となる施設の選定、解体工事

の方法及び運転中の発電用原子炉への考慮が適切なものであることを確認した。 

なお、炉心から燃料を取り出していることについては、「２．核燃料物質の管理及び譲渡

し」にて、重大事故等対処設備については、「８．廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用

原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間」にてそれぞれ述べる。 

 

 

２．核燃料物質の管理及び譲渡し 

（１）使用済燃料の炉心からの取出しについて 

１号炉の燃料集合体は、平成２５年２月１０日に発電用原子炉の炉心から取り出す作業

を完了したとしている。 

 

（２）核燃料物質の保管について 

１号炉原子炉補助建家内の新燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料は、譲渡しまでの期間、

同新燃料貯蔵設備に貯蔵し、１号炉原子炉補助建家内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵してい

る新燃料は、譲渡しまでの期間、同使用済燃料貯蔵設備に貯蔵するとしている。 

使用済燃料は、譲渡しまでの期間、１号炉原子炉補助建家内又は３号炉燃料取扱棟内の

使用済燃料貯蔵設備で貯蔵するとしている。このうち、１号炉原子炉補助建家内の使用済

燃料貯蔵設備に貯蔵している使用済燃料は、第２段階の開始までに使用済燃料輸送容器に

収納し、３号炉内の使用済燃料貯蔵設備に搬出し、貯蔵するとしている。なお、３号炉内

の使用済燃料貯蔵設備で貯蔵する使用済燃料は３号炉において管理するとしている。 

使用済燃料の取扱い及び貯蔵は、核燃料物質取扱設備で取り扱うとともに、安全確保の

ために必要な臨界防止機能、燃料落下防止機能、除染機能、水位及び漏えいの監視機能、

浄化・冷却機能及び給水機能（ほう素濃度を除く。）を有する設備を維持管理するとしてい

る。新燃料の取扱い及び貯蔵は、核燃料物質取扱設備で取り扱うとともに、安全確保のた

めに必要な臨界防止機能及び燃料落下防止機能を有する設備を維持管理するとしている。 

これらの核燃料物質の取扱い、貯蔵及び運搬に係る保安のために必要な措置を「保安規

定」に定めて実施するとしている。 

 

（３）核燃料物質の譲渡しについて 

１号炉内の新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料は、第２段階

開始までに加工事業者に譲り渡すとしている。この際、使用済燃料貯蔵設備に貯蔵してい

る新燃料の表面には放射性物質が付着しているため、気中での燃料集合体の水洗浄を行っ

た後に輸送容器に収納するとしている。また、燃料の表面汚染により輸送容器の基準を満

足しない場合には、汚染の拡大防止措置を講じた上で、気中で燃料集合体１体ごとに、燃

料棒を引き抜き、燃料棒表面を除染し、燃料集合体への再組立てを行った後、輸送容器に

収納するとしている。この燃料棒の取扱いにおいては、燃料棒を安全に取り扱うために専

用の作業台を使用し、燃料棒の変形及び損傷を防止するとともに、取り扱う数量を燃料集

合体１体ごと、かつ、その１体分の燃料棒に限定し、臨界を防止するとしている。 

１号炉内の使用済燃料貯蔵設備及び３号炉内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している使用

済燃料は、廃止措置終了までに再処理事業者に譲り渡すとしている。 

新燃料及び使用済燃料の譲渡しにおける取扱いは、核燃料物質取扱設備で行い、安全確
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保のために必要な臨界防止機能、燃料落下防止機能及び除染機能を維持管理するとしてい

る。 

これらの核燃料物質の取扱い及び運搬に係る保安のために必要な措置を「保安規定」に

定めて実施するとしている。 

 

原子力規制庁は、１号炉の炉心に使用済燃料が存在しないことから、審査基準に照らし、

使用済燃料の炉心からの取出しが適切なものであることを確認した。 

また、新燃料については、１号炉内の新燃料貯蔵設備又は使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する

としていること、使用済燃料については、１号炉内の使用済燃料貯蔵設備又は３号炉内の使

用済燃料貯蔵設備に貯蔵するとしていること、核燃料物質の貯蔵及び譲渡しに当たっては、

臨界防止、燃料落下防止、水位・漏えい監視、冷却・浄化及び給水機能を有する設備を維持

管理するとしていること並びに炉心への燃料の再装荷を不可とする措置を講じるとしてい

ることから、審査基準に照らし、核燃料物質の管理が適切であることを確認した。 

さらに、新燃料は第２段階開始までに加工事業者へ譲り渡すとしていること、使用済燃料

は廃止措置が終了するまでに再処理事業者へ譲り渡すとしていることから、審査基準に照ら

し、核燃料物質の譲渡しが適切なものであることを確認した。 

 

 

３．核燃料物質による汚染の除去 

（１）除染の方針について 

放射化汚染については、放射能レベルが比較的高い原子炉領域設備等を対象に時間的減

衰を図ること、配管・機器等の内面に付着し残存している二次的な汚染については、時間

的減衰を図るとともに効果的な除染を行うことで、これらの設備を解体撤去する際の放射

線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするとしている。また、汚染

状況の調査により、第１段階の除染結果を踏まえた廃止措置対象施設の汚染の推定分布の

評価の見直しを行うとしている。 

除染については、放射線業務従事者の被ばく線量、除染効果、放射性廃棄物の発生量等

の観点から、機械的方法又は化学的方法を効果的に組み合わせて行い、除染の実施に当た

っては、維持管理設備の機能に影響を及ぼさない措置を講じるとともに、汚染の拡大防止、

放射線業務従事者の被ばく低減対策等の措置を講じるとしている。 

 

（２）除染の方法について 

第１段階における除染の対象範囲については、原子炉運転中の経験及び実績を踏まえ、

二次的な汚染が多く残存していると推定する範囲のうち、放射線業務従事者の被ばくを低

減するため有効とされる範囲を選定するとしている。 

除染については、研磨剤を使用するブラスト法、ブラシ等による研磨法等の機械的方法

により行い、除染対象物の形状、汚染の状況等を踏まえ、有効と判断した場合には、化学

的方法による除染を行うとしている。原則として、放射線業務従事者の被ばく低減効果等

の観点から、あらかじめ目標値として設定した除染対象箇所の線量当量率に達するまで実

施するとしている。 

第２段階以降の具体的事項については、第２段階に入るまでに、除染の要否、除染の方

法等について検討するとしている。 
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原子力規制庁は、核燃料物質の汚染の除去について、放射線業務従事者の被ばく線量、

除染効果、放射性廃棄物の発生量等の観点から、機械的方法又は化学的方法を効果的に組

み合わせて行うとしていること、時間的減衰を図ると共に効果的な除染を行うことにより

設備を解体撤去する際の放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低く

するとしていること、第１段階の除染結果を反映し、評価の見直しを行い、第２段階以降

の除染方法を検討するとしていることから、審査基準に照らし、核燃料物質による汚染の

除去計画及び方法が適切なものであることを確認した。 

 

 

４．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

（１）放射性気体廃棄物について 

第１段階に発生する放射性気体廃棄物については、主に換気系からの排気であり、原子

炉運転中に発生した放射性気体廃棄物と同様に、廃棄物の種類、性状等に応じて処理を行

うとしている。第１段階では、原子炉の運転を終了していること、原子炉の運転を停止し

てから長時間が経過していること、管理区域内設備の解体撤去を行わず、原子炉運転段階

における定期検査時と同等の状態が継続すること及び気体廃棄物の廃棄設備、換気設備等

の必要な設備について機能を維持するとしており、放射性気体廃棄物の１号炉からの年間

放出量は、長半減期核種であるKr-85を除き無視できるとしている。他方、Kr-85の放出

量を評価した結果、１号炉からの年間放出量は原子炉設置許可申請書に記載の年間放出量

を超えないとしている。放射性気体廃棄物の放出に際しては、排気筒等において放射性物

質濃度の測定等を行い、線量告示に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超

えないようにし、放出管理目標値（１号、２号及び３号炉合算値。）を放射性希ガス（以下

「希ガス」という。）については９．５×１０ １４ Ｂｑ／ｙ、放射性よう素（以下「よう

素」という。）１３１については４．４×１０ 1 0 Ｂｑ／ｙ）と設定し、これを超えないよ

うに努めるとしている。また、放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置につい

ては、保安規定に定めて管理するとしている。 

第２段階以降に発生する放射性気体廃棄物の処理の方法及び管理方法については、第１

段階に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、第２段階に入るまでに定めるとしている。 

 

（２）放射性液体廃棄物について 

第１段階に発生する放射性液体廃棄物については、原子炉運転中に発生した放射性液体

廃棄物と同様な廃棄物が想定され、廃棄物の種類、性状等に応じて処理を行うとしている。 

第１段階で発生する放射性液体廃棄物の年間放出量については、原子炉の運転を停止し

てから長時間が経過していること、管理区域内設備の解体撤去を行わず、原子炉運転段階

における定期検査時と同等の状態が継続すること、液体廃棄物の廃棄設備の必要な機能を

維持することから、原子炉設置許可申請書に記載の年間放出量を超えないとしている。 

放射性液体廃棄物の放出に際しては、放出前のタンクにおいて放射性物質濃度の測定等

を行い、排水中の放射性物質濃度が、線量告示に定める周辺監視区域外における水中の濃

度限度を超えないようにするとともに、海水中における放射性物質の濃度を運転中と同等

となるように運転終了に伴う復水器冷却水等の量の減少を考慮した放出管理目標値（１号、

２号及び３号炉合算値。）を７．４×１０１０Ｂｑ／ｙ（トリチウムを除く。）と設定し、こ

れを超えないように努めるとしている。また、放射性液体廃棄物の処理及び管理に係る必

要な措置については、保安規定に定めて管理するとしている。 
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第２段階以降に発生する放射性液体廃棄物の種類及び処理の方法、推定放出量及び管理

方法については、第１段階に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、定めるとしている。 

 

（３）放射性固体廃棄物について 

放射性固体廃棄物については、合理的に達成できる限り低減に努め、廃棄物の飛散、汚

染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、適切な方法により管理すると

している。放射性固体廃棄物の廃棄に際しては、放射能レベルの比較的高いもの（以下「Ｌ

１」という。）、放射能レベルの比較的低いもの（以下「Ｌ２」という。）及び放射能レベ

ルの極めて低いもの（以下「Ｌ３」という。）に区分し、それぞれの区分、種類、性状等

に応じて廃止措置終了までに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄するとしている。 

第１段階に発生する放射性固体廃棄物については、運転中と同様に、適切に処理処分す

るため、種類、性状等に応じて区分管理を行うとともに、減容処理等を行うことで発生量

を合理的に達成できる限り低減するとしており、固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超えな

いように管理するとしている。また、放射性固体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置

については、保安規定に定めて管理するとしている。 

第２段階以降に発生する放射性固体廃棄物の管理方法については、第１段階に行う汚

染状況の調査結果を踏まえ、定めるとしている。 

なお、廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量は、Ｌ１が約９０ｔ、Ｌ２が約

８８０ｔ、Ｌ３が約２，０９０ｔ及び放射性物質として扱う必要のないものが 

約３９，１００ｔとしている。 

 

原子力規制庁は、第１段階に放出される放射性気体廃棄物について、放出に際しては、排

気筒等において放射性物質濃度の測定等を行い、線量告示に定める周辺監視区域外における

空気中の濃度限度を超えないようにすること、主に放出される希ガスに対して放出管理目標

値を設定し、これを超えないように努めるとしていること及び原子炉運転中と同様に処理し、

排気中の放射性物質の濃度を排気モニタによって監視するとしていることから、審査基準に

照らし、放射性気体廃棄物の管理、処理及び廃棄が適切なものであることを確認した。 

また、第１段階に発生する主な放射性液体廃棄物については、原子炉運転中と同様に処理

し、放射性物質の濃度を測定及び確認して管理放出すること並びに排水中の放射性物質濃度

が線量告示に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにするととも

に、放出管理目標値を設定しこれを超えないように努めるとしていることから、審査基準に

照らし、放射性液体廃棄物の管理、処理及び廃棄が適切なものであることを確認した。 

さらに、放射性固体廃棄物については、廃棄物の飛散、汚染の拡大及び放射線による被ば

くを防止できるよう適切に管理するとしていること、放射能レベルごとに区分し、区分に応

じて適切に貯蔵又は保管し、廃棄事業者の廃棄施設に廃棄するとしていること、第１段階に

発生する放射性固体廃棄物は、廃棄物の種類、性状等に応じた区分管理を行い、減容処理等

を行うことで発生量を合理的に達成できる限り低減し、固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超

えないように管理するとしていることから、審査基準に照らして、放射性固体廃棄物の管理、

処理及び廃棄が適切なものであることを確認した。 

 

５．廃止措置の工程 

廃止措置は、廃止措置計画に基づき実施し、平成６８年度までに完了する予定であるとし

ている。第１段階は廃止措置計画の認可後から平成３８年度、第２段階は平成３９年度から
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平成５３年度、第３段階は平成５４年度から平成６１年度、第４段階は平成６２年度から平

成６８年度としている。 

 

原子力規制庁は、廃止措置の方針・手順について、審査基準に照らし、各段階の始期、各

工程の開始要件及び各期間に行う作業等が工程表により適切に示されていることを確認し

た。 

 

 

６．廃止措置に伴う放射線被ばくの管理について 

（１）放射線管理について 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、関係法令を遵守し、周辺公

衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減するため、放射線

遮蔽体、換気設備、放射線管理施設及び放射性廃棄物の廃棄施設は、必要な期間、必要な

機能を維持管理し、管理区域を設定して立入りの制限を行い、外部放射線に係る線量当量、

空気中若しくは水中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を監視する

としている。 

廃止措置対象施設のうち、外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度又は放射

性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、線量告示に定められた値を超

えるか又は超えるおそれのある区域を管理区域として設定し、管理区域外において一時的

に上記管理区域に係る値を超えるか又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的

な管理区域として設定するとしている。管理区域の外側には保全区域を設定するとともに、

当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が線量告示に定める線

量限度を超えるおそれのない区域を周辺監視区域として設定し、人の立入りを制限すると

している。 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出については、放出管理目標値を定め、こ

れを超えないように努めるとしている。放射性物質により汚染している機器等を取り扱う

場合は、汚染拡大防止のため、必要に応じて汚染拡大防止囲い、局所排風機を使用する等

の措置を講じるとしている。 

 

（２）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物による一般公衆の実効線量について 

第１段階において１号炉から発生する主な放射性気体廃棄物は、原子炉運転中に評価

されている放射性気体廃棄物のうち、原子炉格納容器の換気及び原子炉補助建家の換気

により放出される希ガスであるとしており、希ガスのうち Kr-85 を除いた核種及びよう

素については、半減期が短く、原子炉の運転を停止してから長時間が経過していることか

ら無視できるとしている。 

第１段階における１号炉並びに運転中の２号及び３号炉からの希ガスの放出に伴う陸

側９方位の敷地境界外のγ 線による実効線量が最大となるのは、３号炉心から南東方向

約５００ｍの地点であり、年間約２．２μＳｖであるとしている。 

第１段階に１号炉から発生する放射性液体廃棄物は原子炉運転中と同様な廃棄物であ

るが、運転終了に伴う復水器冷却水等の量が減少することを踏まえて、海水中の放射性物

質の濃度が運転中と同等に維持するよう、年間放出量を減少させるとしている。 

線量評価指針等を参考に放射性液体廃棄物（よう素を除く。）による実効線量を評価し

た結果、１号、２号及び３号炉に起因する実効線量は年間約２．８μＳｖであるとしてい
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る。 

よう素の放出による被ばくについては、第１段階における１号炉からの気体廃棄物中の

よう素の放出量は無視できるとしていること及び液体廃棄物は海水中の放射性物質の濃

度を運転中と同等に維持するとしていることを踏まえて評価を行っており、１号、２号及

び３号炉から放出されるよう素による実効線量が最大となるのは、放射性気体廃棄物中

及び放射性液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合で、海藻類を摂取しない場合の

幼児であり、その値は年間約１．６μＳｖであるとしている。 

以上を総合すると、第１段階の１号、２号及び３号炉から放出する放射性気体廃棄物

（希ガス）による実効線量、放射性液体廃棄物（よう素を除く。）による実効線量並びに

よう素による実効線量の合計は、年間約６．６μＳｖとなり、線量目標値指針に示される

線量目標値年間５０μＳｖを十分下回るとしている。 

第２段階以降の一般公衆の実効線量については、施設の汚染状況の調査結果、解体工法

等についての検討結果を踏まえ、第２段階までに評価するとしている。 

 

（３）直接線及びスカイシャイン線による線量について 

第１段階では、１号炉の運転を停止してから長期間が経過し、放射能は減衰しており、

また、既設の建家及び構築物等を維持し、汚染の除去等に伴い発生する放射性固体廃棄物

は、固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超えないように貯蔵保管し、安全確保のために必要

な機能を維持するとしている。 

原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマについては、年間 

５０μＧｙを下回る１号、２号及び３号炉運転中の状態から、１号炉の原子炉格納容器か

らの空気カーマを差し引いた値となり、原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線

による空気カーマは、人の居住の可能性のある敷地境界外において年間５０μＧｙを下

回るとしている。 

第２段階以降の線量評価については、第２段階までに実施するとしている。 

 

原子力規制庁は、放射線管理について、周辺公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを

合理的に達成できる限り低減するため、放射線遮蔽体、換気設備、放射線管理施設及び放射

性廃棄物の廃棄施設は、必要な期間、必要な機能を維持管理するとしていること、管理区域

を設定して出入管理を行い、外部放射線に係る線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び床

等の表面の放射性物質の密度を管理するとしていること並びに管理区域の外側には周辺監

視区域を設定し、人の立入りを制限するとしていること等から、審査基準に照らして、放射

線管理が適切なものであることを確認した。 

また、第１段階における放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物による一般公衆の実効線

量については、審査基準に照らして、１号、２号及び３号炉から放出される放射性気体廃棄

物及び放射性液体廃棄物による一般公衆の実効線量が評価されており、その値は年間６．６

μＳｖであり、線量目標値指針に示される線量目標値年間５０μＳｖを下回ることを確認し

た。 

さらに、第１段階における原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カー

マについては、審査基準に照らし、既設の建家及び構築物等における維持管理を継続してお

り、１号、２号及び３号炉運転中から１号炉の運転に係る放射線量を引いた状態であり、運

転中の値を上回ることはないとしていることから、年間５０μＧｙを下回ることを確認した。 
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７．事故時における原子炉施設周辺の一般公衆の実効線量 

第１段階では、１号炉における炉心からの燃料の取出しは既に完了し、使用済燃料貯蔵設

備に貯蔵しており、安全確保上必要な機能については継続して維持管理するため、原子炉運

転段階における定期検査時と同等の状態が継続していること及び廃止措置工事に係る過失、

機械又は装置の故障により想定する事故、地震、火災等により想定する事故については原子

炉運転段階における定期検査時の想定と同様であることから、想定する事故としては、「燃

料集合体の落下」及び「放射性気体廃棄物処理施設の破損」を選定するとしている。 

「燃料集合体の落下」については、燃料取扱作業中に燃料集合体１体が使用済燃料ピット

に落下して破損し、放射性物質が環境に放出される場合を想定し、周辺公衆の受ける実効線

量を評価するとしている。評価に当たっては、使用済燃料ピット内で取扱い中の燃料集合体

１体が操作上の最高の位置から落下し、落下した燃料集合体の全燃料棒の１０％の燃料棒の

被覆管が破損すること、原子炉停止時の核分裂生成物の量は、原子炉が定格出力の１０２％

で運転した場合の取替炉心のサイクル末期の最大出力集合体（運転時間４０，０００時間）

のものとすること、原子炉停止後５年の時点で落下事故が生じるものとすること、破損した

燃料棒ギャップ内の核分裂生成物の量を核種ごとに計算し、原子炉停止後における減衰を考

慮して、その全量（よう素の放出量は無視。）が使用済燃料ピットの水中に放出されるとす

ること、水中に放出された希ガスの水中への溶解を無視し、全量が原子炉補助建家内に放出

されること、及び原子炉補助建家内に放出された希ガスは直接大気中に放出されるとするこ

とを条件としている。 

評価結果としては、燃料集合体の落下によって大気中に放出される希ガスの量は、γ線エ

ネルギー０．５ＭｅＶ換算で約６．８×１０１０Ｂｑとなり、敷地境界外における最大の実効

線量は約６．１×１０－５ｍＳｖとなるとしている。 

「放射性気体廃棄物処理施設の破損」については、放射性気体廃棄物が最も多く貯蔵され

ているガス減衰タンク１基が破損し、希ガスが原子炉補助建家内に放出され、環境に放出さ

れる場合を想定し、周辺公衆の受ける実効線量を評価するとしている。評価に当たっては、

運転終了まで定格出力の１０２％で運転していた場合の原子炉停止時における１次冷却材

中の希ガス全量がガス減衰タンク１基に移行し、５年経過後に事故が生じること及び原子炉

補助建家に放出される希ガスの全量が大気中に放出されることを条件としている。 

評価結果としては、放射性気体廃棄物処理施設の破損によって大気中に放出される希ガス

の量は、γ線エネルギー０．５ＭｅＶ換算で約２．８×１０１１Ｂｑとなり、敷地境界外にお

ける最大の実効線量は約２．５×１０－４ｍＳｖとなるとしている。 

以上のことから、第１段階の事故として、「燃料集合体の落下」及び「放射性気体廃棄物

処理施設の破損」を想定した場合、環境に放出される放射性物質の量は少なく、周辺公衆に

対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないとしている。 

第２段階以降の事故時における周辺公衆の受ける線量評価については、第２段階に入るま

でに実施するとしている。 

 

原子力規制庁は、事故時における原子炉施設周辺の一般公衆の実効線量については、審査

基準に照らし、原子炉運転段階における定期検査時と同等の状態が継続していることから、

想定する事故として「燃料集合体の落下」及び「放射性気体廃棄物処理施設の破損」を選定

しており、第１段階において想定される事故の選定は妥当であること並びに「燃料集合体の

落下」における最大の実効線量は約６．１×１０－５ｍＳｖと、「放射性気体廃棄物処理施設
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の破損」における最大の実効線量は約２．５×１０－４ｍＳｖとなり事故時における線量基準

である５ｍＳｖを下回ることを確認した。 

 

 

８．廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持

すべき期間 

（１）機能を維持すべき発電用原子炉施設について 

廃止措置期間中に機能を維持すべき設備等は、周辺公衆及び放射線業務従事者の被ば

くの低減を図るとともに、使用済燃料の貯蔵のための管理、汚染の除去工事、解体撤去工

事及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄等の各種作業の実施に対する安全の確保

のために、必要な期間、必要な機能を維持管理するとしている。第１段階においては、以

下の施設について、運転中と同等の機能を有する施設及びその性能を維持管理するとし

ている。 

・放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建家等については、これらの系統及び

設備が撤去されるまでの間は、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及

び放射線遮蔽体としての機能を有する施設及び性能 

・核燃料物質の取扱設備及び貯蔵設備については、使用済燃料が１号炉内の使用済燃料

貯蔵設備から搬出されるまでの期間は、臨界防止機能、燃料落下防止機能及び浄化・

冷却等の機能を維持管理し、新燃料が１号炉内の新燃料貯蔵設備又は使用済燃料貯蔵

設備から搬出されるまでの期間は、臨界防止機能及び燃料落下防止機能を有する施設

及び性能 

・放射性廃棄物の廃棄施設については、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を適切

に処理するための処理機能、放射性固体廃棄物を適切に処理及び貯蔵保管するための

処理機能及び貯蔵機能を有する施設及び性能 

・放射線管理設備については、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係

る放射線業務従事者の被ばく管理のための放射線監視及び放出管理の機能を有する

施設及び性能 

・換気設備については、空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放射性粉じんが

発生する可能性のある区域で原子炉施設外への放出の防止及び他区域への移行の防

止のために必要な場合は、建屋内の換気機能を有する施設及び性能 

・非常用電源設備について、発電用原子炉施設の安全確保上必要な設備への電源供給機

能を有する施設及び性能 

・その他原子炉補機冷却設備等の安全確保上必要な設備については、それぞれの設備に

要求される機能を有する施設及び性能 

・消火設備については、必要な機能を有する施設及び性能 

 

原子力規制庁は、廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設について、臨界

を防止する機能及び燃料落下を防止する機能、放射性廃棄物を適切に処理するための機

能、環境への放射性物質の放出を管理する機能、原子炉施設内の放射線監視及び放射線

管理のための機能、放射性物質による汚染の拡散を防止するための換気機能、使用済燃

料貯蔵設備等の安全確保上必要な設備への電源供給機能等を有する施設をそれぞれ維持

管理するととともにこれらの性能についても維持するとしていることから、審査基準に

照らして、廃止措置期間中に維持すべき機能を有する施設及びその性能が適切なもので
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あることを確認した。 

 

（２）使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象等の評価について 

第２段階の開始までの期間は、使用済燃料を１号炉内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵す

ることから、廃止措置期間中に想定される重大事故等として使用済燃料貯蔵設備から冷

却水が大量に漏えいする事象について考慮し、検討している。その結果、燃料被覆管表面

温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、また、臨界を防止できると評価できること

から、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、臨界を防止するための重大事故等対処設

備は不要であるとしている。さらに、使用済燃料からの直接線及びスカイシャイン線によ

る周辺公衆の放射線被ばくの影響について評価を行い、周辺公衆への放射線被ばくの影

響は小さいとしている。 

１）使用済燃料の健全性について 

１号炉内の使用済燃料貯蔵設備には、最終サイクルで取り出した使用済燃料を含む

１号炉の使用済燃料２３７体が貯蔵されており、使用済燃料貯蔵設備の水がすべて喪

失した場合における燃料被覆管表面温度の評価を行った結果、燃料被覆管表面温度は

最高でも３２０℃以下であるとしている。この燃料被覆管表面温度においては、原子炉

運転中の酸化減肉及び使用済燃料貯蔵設備の水が喪失した後の空気中での酸化減肉を

考慮したとしても、燃料被覆管のクリープ歪は１年後においても約０．１％であり、判

断基準である１％を下回ることから、クリープ変形による破断は発生せず、使用済燃料

の健全性は保たれるとしている。 

２）未臨界性の評価について 

１号炉内の使用済燃料貯蔵設備の水が全て喪失した場合における未臨界性の評価に

ついては、新燃料２８体及び予備新燃料領域５体を含む２７０体の燃料が貯蔵されて

いるものとして、いかなる水密度の条件においても臨界を防止できることを確認する

ため、使用済燃料貯蔵設備全体の水密度０．０～１．０ｇ／ｃｍ３の条件で実効増倍率

の評価を行った結果、不確定性を考慮した実効増倍率は最大で０．９６６となり、判断

基準である０．９８を下回ることから、臨界を防止できることを確認したとしている。 

３）使用済燃料からの直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の放射線被ばくの影響

について 

１号炉内の使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料の全放射能強度を考慮し、使用済燃料

貯蔵設備冷却水がすべて喪失した状態を想定して、敷地境界上のスカイシャイン線に

よる周辺公衆の実効線量を評価した結果、毎時１．７μＳｖであり、保安規定に基づき

整備している体制に従い使用済燃料貯蔵設備に注水する等の措置を講じる時間を十分

確保できることから、周辺公衆への放射線被ばくの影響は小さいとしている。なお、使

用済燃料貯蔵設備内の使用済燃料は、地表面より低い位置に貯蔵されており、使用済燃

料貯蔵施設壁面及び周囲の土砂により十分遮蔽されていることから、直接線による実

効線量は無視できるとしている。 

 

原子力規制庁は、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象等を評価し

た結果、使用済燃料の健全性の評価において、燃料被覆管表面温度が最高でも３２０℃

以下であり、燃料被覆管のクリープ歪が１年後においても約０．１％であり、判断基準で

ある１％を下回ることから、クリープ変形による破断が発生せず使用済燃料の健全性は

保たれること、未臨界性の評価において、実効増倍率は最大で０．９７未満であり、判断
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基準である０．９８を下回り、臨界を防止できることから、審査基準に照らして、重大事

故等対処設備は不要であることを確認した。また、敷地境界上の評価地点におけるスカ

イシャイン線による実効線量の評価においては、毎時１．７μＳｖであり、保安規定に基

づき整備している体制に従い、使用済燃料貯蔵設備に注水する等の措置を講じる時間を

十分確保できることを確認した。 

 

 

９．廃止措置に要する資金の額及びその調達計画 

原子力発電施設解体引当金制度に基づく原子力発電施設の解体に要する総見積額は、約

４０７億円（平成２７年度末現在）、平成２７年度までに積み立てられた原子力発電施設解

体引当金は、約３６１億円であり、廃止措置に要する費用は、全額自己資金により賄うとし

ている。 

 

原子力規制庁は、廃止措置に要する資金の額及びその調達計画について、審査基準に照ら

して、廃止措置に要する総見積額、引当金累積積立額及び資金調達計画が適切に明示されて

いることを確認した。 

 

 

１０．廃止措置の実施体制 

１号炉の廃止措置の実施に当たっては、保安規定において、保安管理体制を定め、廃止措

置の業務に係る各職位とその職務内容を明確にするとともに、保安管理上重要な事項を審

議するための委員会の設置及び審査事項を規定するとしている。また、廃止措置における、

保安の監督を行う者の任命に関する事項及びその職務を明確にし、その者に各職位の業務

を総括的に監督させるとしている。これらの体制を確立することにより、廃止措置に関する

保安管理業務を円滑かつ適切に実施するとしている。 

申請者は、昭和５２年９月に伊方発電所１号炉の営業運転を開始して以来、計３基の原

子炉の運転を３９年余り行っており、発電用原子炉施設の運転及び保守について、多くの

保守管理、放射線管理等の経験及び実績を有しているとしている。廃止措置の実施に当た

る組織はこれらの経験を有する者で構成し、これまでの発電用原子炉施設の運転・保守に

おける経験を活かすとともに、国内外における廃止措置の調査も踏まえ、廃止措置期間に

おいて適切な解体撤去、設備の維持管理、放射線管理等を安全に実施するとしている。 

平成２８年１２月１日現在の原子力関係技術者は４１６人であり、このうち、原子炉主

任技術者の有資格者は２４人、核燃料取扱主任者の有資格者は９人、第１種放射線取扱主

任者の有資格者は６５人であり、今後、廃止措置を適切に実施し、安全の確保を図るために

必要な技術者及び有資格者を確保していくとしている。 

技術者は、原則として入社後一定期間、総合研修所、原子力保安研修所及び伊方発電所に

おいて、原子力発電所の仕組み、放射線管理等の基礎教育・訓練並びに機器配置、プラント

システム等の現場教育・訓練を受け、原子力発電に関する基礎知識を習得するとしている。 

技術者の教育・訓練は、原子力保安研修所のほか、国内の原子力関係機関（国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構、株式会社原子力発電訓練センター等）において、各職能、目

的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習

熟に努めるとしている。 

廃止措置に係る業務に従事する技術者に対しては、廃止措置を行うために必要となる専
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門知識、技術及び技能を維持、向上させるため、保安規定に基づき、教育及び訓練の実施計

画を立て、それに従って教育及び訓練を実施するとしている。 

 

原子力規制庁は、廃止措置の実施体制について、廃止措置に係る組織を定め、各職位の職

務内容を保安規定に定めるとしていること、廃止措置の監督をする者を定めるとしている

こと、その他教育方針を具体的に計画し、実施するとしていることから、審査基準に照らし

て、廃止措置の実施体制が適切なものであることを確認した。 

 

１１．品質保証計画 

廃止措置期間中における品質保証計画については、保安規定において、社長をトップマ

ネジメントとする品質保証計画を定め、保安規定、原子力発電所品質保証規程及び原子力

発電所品質保証基準並びにそれらに基づく下部規定により廃止措置に関する保安活動の計

画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、品質保証活動として、廃止措置にお

ける安全の重要性に応じた管理を実施するとしている。また、品質保証計画の下で機能を

維持すべき設備の保守管理等の廃止措置に係る業務を実施するとしている。 

 

原子力規制庁は、品質保証計画について、保安規定に社長をトップマネジメントとする

品質保証計画を定め、廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロ

セスを明確にし、品質保証計画活動を行うとしていることから、審査基準に照らして、品質

保証計画が適切なものであることを確認した。 

 

 

以上のことから、原子力規制庁は、本廃止措置計画認可申請について、規則に定める次の廃

止措置計画の認可の基準に適合していることを確認した。 

・廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。 

・核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。 

・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なもので 

あること。 

・廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子

炉による災害の防止上適切なものであること。 

 




